
№ 該当ページ 該当項目 意見の要旨 教育委員会の考え方

1 Ｐ２

２図書館及
び郷土資料
室の今後の
あり方につ
いて
（１）図書
館のあり方

　図書館の５つの基本目標はとても良い
目標だと思うが、指定管理者の実務とは
隔たりがあり、市の職員の目標だと思
う。指定管理者が日々の業務を遂行し、
目標を達成できるのか。

　昭島市民図書館基本方針・基本計画
に掲げる五つの基本目標の達成に向け
ては、市と指定管理者との連携が不可
欠であると考えます。市が、基本目標
の達成のために詳細な仕様書、引継書
及びマニュアル等を整備することによ
り、指定管理者への適切な方向付けを
行い、日常業務の遂行に当たっては、
市がモニタリング・評価を実施し、必
要に応じ指導・助言を行うことで、市
と指定管理者の連携により目標の達成
が可能になると考えます。

2
Ｐ３
Ｐ４
Ｐ６

２図書館及
び郷土資料
室の今後の
あり方につ
いて
（２）郷土
資料室のあ
り方
３新図書館
及び新郷土
資料室の今
後の課題に
ついて
（２）新郷
土資料室
オ
５指定管理
者を選定す
る際の特に
留意すべき
事項
（３）地域
との連携に
ついて

　昭島生涯学習サポーターの会「まなぶ
ン」では、郷土資料室の今後のあり方に
ある「市民とともに地域の歴史・文化を
学び」に、市民ならではのアイディアと
実践力で市民ニーズに応える内容の提供
に貢献したいと考えている。昭島ならで
はの特色、日本文化の継承、温故知新か
ら未来に渡るまでの歴史をもとにした市
民のより良い暮らしにつながる郷土資料
室作りのお手伝いも出来ると思う。
　ボランティアを増やすことにも、行
政・指定管理者・市民との橋渡し役とし
て協力したい。
　地域との連携については、市民の小さ
な声も聞きながら市民ニーズと行政ニー
ズをつなぐ生涯学習コーディネーターと
して大いに参画できると考えている。

　いただいたご意見を参考に、指定管
理者と市民が連携出来る仕組みづくり
を検討いたします。

3 Ｐ４

　「市には大規模館の運営の実績がな
い」と書かれているが、平成23年の検討
委員会で「大規模館」が企画されている
のだから直営での必要な体制について検
討は可能ではないか、郷土資料室も併せ
て必要な人員（資格者も含めて）を計画
した上で、コストの面で「指定管理者制
度導入」であれば理解できる。

　現市民図書館を直営で運営している
実績を踏まえ、新図書館を直営で運営
した場合必要なコストを郷土資料室も
含めて試算し、指定管理者制度の場合
と比較しております。運営方針（案）
２ページに記載の庁内検討委員会にて
協議後、行財政改革推進会議等におい
てコストの検討を行った結果となって
おります。

4 Ｐ５

　「ノウハウ」を保持することを市の責
務とするのではなく、市が要求する水
準・仕様書そのものを「ノウハウ」とし
て条件に適合する業者を選定すべきだと
思う。

　これまで直営で運営してきたノウハ
ウを基に、新施設に求めるサービスや
人材の確保等、詳細な仕様書等を提示
し、本市に相応しい指定管理者を選定
いたします。

（仮称）教育福祉総合センターにおける新図書館及び新郷土資料室の運営方針（案）に係るパブリッ
クコメントの結果について

４新図書館
及び新郷土
資料室の運
営について
（１）施設
の設置目的
に照らし
て、公正・
公平で安定
した管理・
運営が確保
されるか
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№ 該当ページ 該当項目 意見の要旨 教育委員会の考え方

5 Ｐ５

５指定管理
者を選定す
る際の特に
留意すべき
事項
（１）人材
の確保につ
いて
（３）地域
との連携に
ついて

　市の要求する水準・仕様書には、市民
ボランティアの育成や郷土資料に関する
専門知識を有する人材の確保及び市民の
雇用機会の拡大について明記してほし
い。また、照明や空調、清掃の状況に関
しても市の基準を明確にして、事業者の
コスト削減の手段にさせないようにして
ほしい。

　５ページに選定する際の特に留意す
べき事項として、人材の確保と地域と
の連携を掲げております。ご意見をい
ただきました市民の雇用機会の拡大に
ついても考慮した仕様書の作成を検討
いたします。
　また、照明、空調及び清掃等につき
ましても、コスト削減の手段にならな
いよう仕様書を作成する際は配慮いた
します。

6
Ｐ５
Ｐ６

５指定管理
者を選定す
る際の特に
留意すべき
事項
６指定管理
者制度導入
にあたって
の市の役割

　市は新図書館及び新郷土資料室の運営
ができる専門性のある職員が少ない状況
で、指定管理者を選定する基準を設け採
点することができるのか。これも委託す
ることはないか。
　また、オープン後の指定管理者の運営
について、評価や確認をすることができ
るのか。事業者が交代となる度に事業が
途切れ、施設があるだけにはならない
か。

　これまで直営で運営してきた実績が
あり、新施設に求められるサービスな
どを踏まえ、市で選定の基準を定めま
す。選定は、市の職員で構成する選定
委員会を設置し、必要に応じ専門家等
を委員に含め行います。
　オープン後につきましては、担当部
署を施設内に設置し、仕様書等に沿っ
た運営がされているかを日常的に点
検・評価する予定です。併せてモニタ
リング・評価の仕組みを検討いたしま
す。
　日常的に点検・評価を行うことで、
市にも運営ノウハウが継承されます。
更に、運営マニュアルや引継ぎ書を整
備することで、事業者が交代した場合
でも途切れのないサービスを提供する
ことができます。

7

　市と指定管理者が適宜相談・協議でき
るような場を設けるとあるが、市民も入
れるようにしてほしい。

8

　市と指定管理者だけでなく、市民で組
織されたコーディネーター集団との三者
協議による協議としてはどうか。
　地域に根差した事業運営には、地域の
実情把握が不可欠であり、市民の声を直
接聞ける場をつくり、それぞれの立場を
尊重しながら事業運営を検討していくこ
とが望ましい。また、昭島市の生涯学習
の推進は、市民の情操を育む手法からな
る「まちづくり」であり、その主体は市
民であるという意識の醸成に向けて、市
民と行政、指定管理者をつなぐ役割を担
う、市民で組織されたコーディネーター
集団も加えた三者協議体制の構築が必要
であると考える。

Ｐ６

５指定管理
者を選定す
る際の特に
留意すべき
事項
（４）指定
管理者との
協議につい
て

　市と指定管理者との相談及び協議の
場に直接市民が参加することは想定し
ておりませんが、地域に根差した事業
運営とするためには、地域との連携が
必要不可欠と認識しており、指定管理
者と市民が連携できる仕組みづくりを
検討いたします。
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9 Ｐ６

５指定管理
者を選定す
る際の特に
留意すべき
事項
（３）地域
との連携に
ついて
（４）指定
管理者との
協議につい
て

　地域や指定管理者との関係づくりは、
市がそのコーディネートを担うことで、
安心感のあるものとして培われていくと
考えることから、「５．指定管理者を選
定する際の特に留意すべき事項」の
（３）地域との連携及び（４）指定管理
者との協議については「６．指定管理者
制度導入にあたっての市の役割」の
（２）組織体制の構築に該当するのでは
ないか。

　「５．指定管理者を選定する際の特
に留意すべき事項」では、図書館及び
郷土資料室を運営するうえで、特に重
視すべきものをまとめています。これ
らの事項を要求水準書等に盛り込み、
指定管理者を選定する段階から（３）
（４）の項目を含めて市と共通の認識
に立てる事業者を選定いたします。
　したがって、「５．留意すべき事
項」（３）（４）を要求水準書等に盛
り込みますので「６．市の役割」にお
いてモニタリング・評価を行う市の組
織が要求水準書等に基づき、適切かつ
確実なサービスの提供が出来ているか
を点検・評価することで市の役割を担
えるものと考えます。

10

　郷土研究や郷土教育に対する市政が、
長きに渡って具体的な形（資料室建設）
に至らなかった原因はどこにあるか。歴
史、民俗、考古等の分野の資料は、ある
程度揃っているようだが、地質、自然等
への配慮がなされてこなかったことへの
反省や今後の見通しを運営方針に述べる
べきではないか。

　本方針につきましては、施設の運営
の在り方について、教育委員会として
の方針を定めたものであり、記載はそ
の範囲に留めさせていただいておりま
す。また、これまで未着手や研究途中
の分野につきましては、これまでどお
り、文化財保護審議会にて研究の分野
や方向性を審議いただき、文化財行政
を推進していきます。

11

　アキシマクジラは、今も保存状況が不
完全なままである。郷土資料室にはコク
クジラのレプリカを展示するようだが、
元の化石が不完全な保存状況にあり、標
本記載もできていない状況で、正確なレ
プリカが作れるのか。今回展示されるレ
プリカが、推測によるものならば、教育
には値しないと考える。

　アキシマクジラの化石は群馬県立自
然史博物館にて全化石が適切に収蔵管
理されております。研究論文も正式受
領され、現在専門誌に論文掲載待ちの
状況で、掲載と同時に新種の個体とし
て標本記載される予定です。レプリカ
の作成も同博物館監修のもと正確なも
のを製作するべく本年度から３か年の
事業を計画しております。

12

　専門的な職員の配置や指定管理者によ
る運営・管理は当然だが、そのことが市
の郷土研究や郷土教育への従来の無関心
や無責任さを改善しないまま、他人任せ
になる恐れはないか。市当局の責任体
制・担当組織こそ、明記すべきではない
か。

　新郷土資料室は文化財関連の展示や
情報発信の場としての役割を担います
が、市内の文化財の保護、調査、保存
等、多岐にわたる文化財の行政事務事
業全体は、従来どおり市職員が執り行
います。

13

　郷土資料館の扱う分野は多岐にわたっ
ている。資料館の多くは特定の分野の専
門職が１人しかいなく、多岐にわたる分
野への対応ができていないことが多い
が、市は理解しているか。指定管理者に
も専門的な職員がいないことが多く、施
設設備の管理に振り回されていることが
多い。バランスの取れた郷土研究や郷土
教育をどのように行っていくのか、今回
の管理運営指針からはうかがえないのが
残念である。

　学芸員の専門性や近隣の郷土資料関
連施設の現状については認識しており
ます。新郷土資料室には、施設整備の
管理業務とは切り離した専門職員を配
置し対応する予定です。

その他 郷土資料室
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14

　郷土資料室をつくる以上、施設、設備
は多岐にわたる分野の専門的な配慮が不
可欠である。特に化石、地質、動植物
（環境）の実物標本は郷土資料室の命で
あるが、展示設備の空調や照明、収蔵設
備への配慮は十分なされているか。自然
分野への配慮、資料保存への予算措置や
将来的なビジョンなしに、郷土資料館の
設置や運営など、形ばかりになる可能性
が大きい。

　新郷土資料室では、既存校舎棟に民
具や遺物の収蔵室を設け、これまで分
散収蔵されていたものを集約いたしま
す。収蔵室を備えることにより、従来
の郷土資料室の常設展示と異なり、展
示替えや企画展示、体験展示が可能と
なります。また新郷土資料室は、展示
設備の空調や照明、紫外線対策も考慮
した設計となっております。

15

　施政方針や総合計画等で水と緑のまち
づくりが謳われ、アキシマクジラのＰＲ
を全面に出した施策や事業も多い中で、
その背景にある化石や自然（動植物）へ
の理解や取組はあまりに不足してこな
かったか。施設設備や管理運営の見直し
を行うにあたり、化石・地質や動植物・
環境等、自然教育面への配慮を特にお願
いしたい。

　今回新郷土資料室の開設に当たり、
アキシマクジラの化石については、原
寸大レプリカ展示のほか、化石標本の
一部展示や生体復元模型の展示も計画
しております。また、図書館との連携
の中で、研究論文の閲覧やデジタル
アーカイブを使った情報発信もする予
定です。今後も未着手や研究途中の分
野につきましては、文化財保護審議会
にて研究の分野や方向性を審議いただ
き、文化財行政を推進していきます。

16

　あきる野市の図書館が、友好都市であ
る宮城県栗原市等のコーナーを設けて市
史等の資料を展示している。昭島市でも
岩手県岩泉町のコーナーを設けてほし
い。出来れば市役所の１階にも。

　新図書館の開館に先立ち、現在の市
民図書館において、岩泉町の資料コー
ナー設置について検討いたします。ま
た、市役所への設置につきましても関
係部署と調整いたします。

17

「PFI」、「ICT」、「PDCA」の意味を知
りたい。

PFI(Private Finance Initiative)：
民間の資金、経営能力及び技術力を活
用して、公共施設等の建設、維持管
理、運営等の業務を長期の契約として
一括して民間業者に委ねる手法。

ICT(Information and Communication
Technology)：情報通信技術。

PDCAサイクル：Plan(計画)・Do(実
行)・Check(評価)・Action(改善)を繰
り返し、業務改善を図る手法。

18

　参考資料に、指定管理者の指定にあ
たっては指定管理者選定委員会を設置す
るとあるが、この委員会にも市民が入る
べきだと思う。

　現在、本市の「指定管理者制度導入
に関する基本指針」において、指定管
理者の選定にあたっては市の職員で構
成する選定委員会を設置することとし
ており、必要に応じ専門家等を含める
ことが出来るとしております。事業者
選定については、図書館業務に精通し
ているかの判断はもとより、健全な経
営状況であるかなど、専門的な事項を
確認する必要がございますので、基本
方針に沿った委員の選定をする予定で
す。

郷土資料室

その他

その他
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19

　市の求める水準に対し、応じる管理者
がいなかったら運営がどうなるか、双方
の折り合いがつかなかったらどの様な判
断をするのか説明してほしい。

　現在指定管理者制度を導入している
他市の状況及び、複数事業者への調査
の結果、市の求める水準を満たした指
定管理者制度の導入は、可能であると
判断しております。

20

　指定管理者制度には、現時点では反対
したいが、導入が決定されたときには、
業者に求めるサービス等、改めて市民の
希望、意見を募集し、市が要求する水
準・仕様書に反映させてほしい。

　指定管理者を選定する際の要求水準
書及び仕様書は、新施設に求められる
サービス水準と費用対効果を十分に考
慮し、策定いたします。市民の御意見
につきましては、平成23年度の昭島市
社会教育複合施設建設計画基本方針・
基本計画策定時及び平成27年度の（仮
称）教育福祉総合センター基本設計時
に行ったワークショップ、平成28年度
のパブリックコメント、市民説明会で
の御意見を反映し、作成する予定で
す。

21

　市民のための「生涯学習センター」と
しての機能を備えたスペースができるこ
とを期待している。昭島市生涯学習サ
ポーターの会「まなぶン」では生涯学習
活動を通じて、よりよい昭島をつくるた
めに、市民の持つさまざまな経験・知識
をつなぐ組織として、学びたい市民と学
びを伝えたい市民をつなげたり、市民目
線の講座を設けたり、市民の学びの手助
けをして、社会に活かす道筋をつける活
動を実践している。市民として市民なら
ではの立場で市と指定管理者との間で活
動するため、常設の市民交流のスペース
を確保していただきたい。

　（仮称）教育福祉総合センターは、
図書館、郷土資料室の機能のほか、教
育関連施設、児童福祉関連施設を有す
る複合施設として整備をいたします。
生涯学習センターとして常設のスペー
ス整備は行いませんが、市民の交流や
活動の場として会議室等の貸し出しや
情報発信の場の提供を予定していま
す。

その他 その他
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